
３
以
上
の
人＊

　
　
　
＊

　
高
齢
者
タ
ク
シ
ー
利
用
料
の
助

成
、
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー

ジ
施
術
費
の
助
成
、
訪
問
理
・
美

容
サ
ー
ビ
ス
は
、
令
和
５
年
度
に

申
請
し
た
人
は
電
話
ま
た
は
専
用

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申
請
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

【
介
護
用
車
両
購
入
費
の
補
助
】

　
車
い
す
仕
様
車
の
購
入
・
改
造

に
か
か
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。
必
ず
購
入
・
改
造
前
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
マ
イ
サ
ポ
事
業 

日
常
生
活
用
具

の
給
付
】

対
象

　65
歳
以
上
の
人

※
対
象
は
品
目
に
よ
り
異
な
り
ま

す給
付
品
目
　
シ
ル
バ
ー
カ
ー
・
入

浴
補
助
用
具
・
電
磁
調
理
器

【
緊
急
通
報
装
置
の
貸
与
】

対
象

　次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

●
65
歳
以
上
の
１
人
暮
ら
し
の
人

●
急
変
の
恐
れ
が
あ
る
慢
性
疾
患

や
障
害
な
ど
が
あ
る
人

●
特
殊
詐
欺
対
策
自
動
通
話
録
音

装
置
を
利
用
し
て
い
な
い
人

　
華
蔵
寺
公
園
共
生「
は
な
咲
く
。」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
、

ツ
ツ
ジ
の
再
生
を
目
的
と
し
た
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。
ツ

ツ
ジ
の
枝
に
か
か
っ
て
い
る
松
葉

の
摘
み
取
り
や
ツ
ツ
ジ
の
捕
植
活

動
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

期
日

　５
月
11
日（
土
）

時
間

　午
前
10
時
～
11
時
30
分

会
場

　華
蔵
寺
公
園

対
象

　市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤・

在
学
の
人

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　４
月

15
日（
月
）か
ら
26
日（
金
）ま
で
に

電
話
ま
た
は
、
氏
名
・
電
話
番
号・

年
齢
を
記
入
の
上
、
メ
ー
ル
で
公

園
緑
地
課（
☎
（27）
２
７
６
９
、
メール

kouen@
city.isesaki.lg.jp

）▲松葉の摘み取りの様子

　
市
で
は
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
自
立
し

た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

利
用
や
申
請
方
法
な
ど
の
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　高
齢
政
策
課（
☎
（27）
２
７
５
２
）

新
し
い
サ
ー
ビ
ス

【
見
守
り
ラ
イ
ト（
通
信
機
能
付
き

電
球
）の
貸
与
】

対
象

　次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
で
、
緊
急
通
報
装
置
を
利
用

し
て
い
な
い
人

●
65
歳
以
上
の
１
人
暮
ら
し
の
人

●
65
歳
以
上
の
人
の
み
で
構
成
さ

れ
て
い
る
世
帯
で
、
日
常
生
活
に

不
安
が
あ
る
人

対
象
を
拡
充
し
た
サ
ー
ビ
ス

【
特
殊
詐
欺
対
策
自
動
通
話
録
音

装
置
の
貸
与
】

対
象

　65
歳
以
上
の
人
の
み
で
構

成
さ
れ
て
い
る
世
帯
で
、
緊
急
通

報
装
置
を
利
用
し
て
い
な
い
人

【
特
殊
詐
欺
対
策
電
話
機
等
購
入

費
の
補
助
】

対
象

　60
歳
以
上
の
人
の
み
で
構

成
さ
れ
て
い
る
世
帯

【
エ
ア
コ
ン
購
入
費
な
ど
の
補
助
】

対
象

　65
歳
以
上
の
人
の
み
で
構

伊勢崎市犯罪被害者等支援条例を制定しました
　誰もが、ある日突然、犯罪の被害に遭う可能性があります。被害者やその家族・
遺族は、犯罪による直接的な被害だけではなく、心身の不調や経済的な問題、周囲
の偏見や誹

ひ

謗
ぼう

中傷などによる二次被害にも苦しむ場合があります。
　そのような状況にある犯罪被害者などを支援し、誰もが安心して暮らすことがで
きる地域社会の実現を目指して伊勢崎市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
問い合わせ　人権課（☎27－2730）

主な支援の内容
　市では、犯罪の被害に遭った被害者やその家族を
支援するために、見舞金の支給や相談窓口の設置、
関係機関との連携を行います。

【見舞金の支給】
　犯罪被害による経済的負担を軽減するため、被害
者や遺族に見舞金を支給します。
●遺族見舞金＝犯罪行為により亡くなった人の遺族
に30万円を支給します

●重傷病見舞金＝犯罪行為により療養期間が１カ月
以上の重傷病を負った人に10万円を支給します
※令和６年４月１日以降の犯罪行為により、被害
に遭った人または遺族が対象です
※犯罪行為による被害に遭った時に、市内に住所
があることなど、支給には
一定の要件があります。そ
の他の要件は問い合わせる
か市ホームページを確認し
てください

【相談窓口の設置】
　人権課では犯罪被害者などの相談に応じます。支
援に関する情報提供や市役所で行う手続きの案内の
ほか、必要に応じて関係機関との調整を行います。
時間　午前９時～午後５時
　※土・日・祝日は除きます

【関係機関との連携】
　伊勢崎警察署および公益社団法人被害者支援セン
ターすてっぷぐんまと連携し、必要な支援を行いま
す。

市民や事業者の皆さんの協力が必要です
　犯罪被害者やその家族・遺族が再び平穏な生
活を送るためには、地域や勤務先などでの皆さ
んの理解と協力が必要です。
　条例では市民および事業者の責務として、支
援の必要性への理解や二次被害防止のための配
慮などを定めています。ご協力をお願いします。

災害時における指定福祉避難所の開設及び
管理運営に関する協定を締結しました
　市内で災害が発生または発生する恐れがある場合に、社会福祉法人が管理・運
営する施設の一部を指定福祉避難所として利用することなどを定めた協定を14法
人と締結しました。この協定の締結により、高齢者や障害者などの要支援者の避
難場所の確保につながりました。
問い合わせ　安心安全課（☎27－270６）

指定福祉避難所とは
　指定福祉避難所は、通常の避難所での生活が困難な人
を受け入れる避難所です。
　避難できる人は、事前に市が特定した高齢者や障害者
などの要支援者やその家族のみです。
※一般の人は避難できません

協定を締結した社会福祉法人（順不同）
　一葉、植竹会、おおぎだ、宮郷会、三友会、パトリア、
さかい福祉会、和会、まがたま会、ことぶき、赤堀・東
福祉会、植木会、光徳会、明清会

華
蔵
寺
公
園
の
ツ

ツ
ジ
再
生
活
動
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

募
集
し
ま
す

高
齢
者
の
た
め
の
在
宅
サ
ー
ビ
ス

成
さ
れ
て
い
る
次
の
全
て
に
該
当

す
る
世
帯

●
自
宅
に
エ
ア
コ
ン
が
１
台
も
な

い
、
ま
た
は
故
障
に
よ
り
使
用
で

き
る
エ
ア
コ
ン
が
１
台
も
な
い

●
世
帯
員
全
員
が
市
民
税
非
課
税

※
故
障
に
よ
る
買
い
替
え
も
対
象

で
す

昨
年
度
に
引
き
続
き
実
施
す
る
サ

ー
ビ
ス

【
高
齢
者
タ
ク
シ
ー
利
用
料
の
助

成
】

対
象

　運
転
免
許
証
を
所
有
し
て

お
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
人

●
65
歳
以
上
70
歳
未
満
の
１
人
暮

ら
し
の
人

●
70
歳
以
上
の
人

【
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ

施
術
費
の
助
成
】

対
象

　65
歳
以
上
の
人

【
訪
問
理
・
美
容
サ
ー
ビ
ス
】

対
象

　65
歳
以
上
で
原
則
要
介
護

【
紙
お
む
つ
の
支
給
】

対
象
　65
歳
以
上
で
要
介
護
４
・

５
の
人
ま
た
は
要
介
護
３
で
重
度

の
認
知
症
の
人

【
住
宅
改
造
費
の
補
助
】

　
高
齢
者
が
住
む
住
宅
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
工
事
に
か
か
る
費
用
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。
必
ず
着
工
前

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象

　介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

65
歳
以
上
の
人

【
給
食
サ
ー
ビ
ス
】

対
象

　65
歳
以
上
の
１
人
暮
ら
し

で
、
食
事
の
準
備
が
困
難
で
見
守

り
を
必
要
と
す
る
人

利
用
料
　
１
食
３
０
０
円
か
ら

※
利
用
で
き
る
の
は
週
２
回
ま
で

【
布
団
の
乾
燥
・
丸
洗
い
】

対
象

　65
歳
以
上
の
１
人
暮
ら
し

で
、
布
団
の
手
入
れ
が
困
難
な
人

【
ぐ
～
ち
ょ
き
シ
ニ
ア
パ
ス
ポ
ー

ト
】

　
県
内
外
の「
シ
ニ
ア
」協
賛
店
で

提
示
す
る
と
割
引
な
ど
が
受
け
ら

れ
る
カ
ー
ド
を
配
布
し
ま
す
。

対
象

　65
歳
以
上
の
人

配
布
場
所
　
高
齢
政
策
課
、
各
支

所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
、
い
せ
さ
き

ガ
ー
デ
ン
ズ
行
政
セ
ン
タ
ー
、
ス

マ
ー
ク
伊
勢
崎
行
政
セ
ン
タ
ー

▲市ホーム
ページ

▲市ホームページ

▲協定を締結した社会福祉法人の代表者と市関係者
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https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/tyozyu/senior/seikatusien/service/index.html
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/siminbu/jinken/keihatu/19757.html

